
告 示

�愛媛県告示第１１８６号
愛媛県青少年保護条例（昭和４２年愛媛県条例第２０号）第５条第２項の規定に基づき、次の図書類等を青少年の健全な育成を阻害するおそ

れのある図書類等として指定する。

平成１８年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

図書類等

� 目 次 �
告 示

○ 不健全な図書類等の指定…………………………………………………６９１

○ 介護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第２２条第１号に規
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定する適格研修……………………………………………………………６９２

○ 保安林予定森林……………………………………………………………６９２

○ 建設業者の営業の停止命令………………………………………………６９２

○ 都市計画事業の事業計画の変更認可……………………………………６９２

種 別 番 号 名 称 号別又は発行
年月日 発 行 者 諮 問 の 理 由

雑 誌 １８‐０２１ ズブッ！！ ８ 月 号 増 刊 � 光 彩 書 房 著しく性的感情を刺激し、青少年

の健全な育成を阻害するおそれが

ある。
〃 １８‐０２２ Ｎａｍｐｅｒ ９ 月 号 増 刊 � サ ン 出 版

〃 １８‐０２３ ＵＲＥＣＣＯｇａｌ ９ 月 号 � 大 洋 書 房

〃 １８‐０２４ 熱写ボーイ ９ 月 号 � 東 京 三 世 社

〃 １８‐０２５ ＧＯＫＵＨ ＶＯＬ．１８１ � バ ウ ハ ウ ス

〃 １８‐０２６ 好きにしてッ！ 富 士 美 出 版 �

〃 １８‐０２７ 熟れ母 ９ 月 号 � メ デ ィ ア ソ フ ト

〃 １８‐０２８ ＣｒｅａｍＢＢ Ｖ Ｏ Ｌ ．１１ ワ イ レ ア 出 版 �

〃 １８‐０２９ 投稿キング ８ 月 号 ワ イ レ ア 出 版 �

〃 １８‐０３０ 熟女ものがたり ９ 月 号 � 茜 新 社

〃 １８‐０３１ ＣＯＭＩＣ真激 ９ 月 号 ク ロ エ 出 版

〃 １８‐０３２ 姫盗人 ９ 月 号 � 松 文 館

ビデオ
テープ １８‐０３３ 姉尻 出口ひでみ ＡＮＪ－００２ 東 京 鎌 六 堂

〃 １８‐０３４ 援助交際 ＫＢＥ－１２４ Ｋ ｉ ｎ ｇ Ｂ ｅ ｅ

〃 １８‐０３５ 好きもの熟女１ Ｎ・ＳＪ－０１ 好 き も の 熟 女

〃 １８‐０３６ 投稿 女子高生 ＷＯＹ－０１ 不 明

〃 １８‐０３７ 痴漢バス 過激集団総集編� ＫＣＢＳ－００１ ド リ ー ム ス テ ー ジ

〃 １８‐０３８ 現役！ブルセラ少女 ＫＢＥ－０９１ Ｋ ｉ ｎ ｇ Ｂ ｅ ｅ

毎週（火・金）曜日発行 第１７８４号 平成１８年８月８日
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�愛媛県告示第１１８７号
介護保険法施行令等の一部を改正する政令（平成１８年政令第１５４

号）附則第２２条第１号に規定する適格研修は、次のとおりとする。

平成１８年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 社団法人シルバーサービス振興会に事務局を置く「介護サービ

ス情報の公表」制度施行準備・支援協議会が平成１７年度に実施し

た「介護サービス情報の公表」調査員指導者養成研修

２ 愛媛県が愛媛県国民健康保険団体連合会に委託して平成１７年度

に実施した「介護サービス情報の公表」制度の調査員養成研修
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�愛媛県告示第１１８８号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１８年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

今治市古谷甲８７２、甲８７３、乙１４３の２３、乙１４３の２４

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

八幡浜市保内町磯崎２７８９、２７９５の１、２７９６、２７９７

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

保内町磯崎２７９５の１・２７９６・２７９７（以上３筆について次

の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１１９０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、川之江都市計画道路事業３・５・８塩谷小山線及び３・５・７

中村山田井線（四国中央市施行）の事業計画の変更を次のように認

可した。

平成１８年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事業施行期間

平成５年３月１２日から

平成２２年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

四国中央市金生町字小山地内において事業地を変更する。

� 使用の部分

なし

�愛媛県告示第１１８９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項の規定に基づき、次のとおり建設業者の営業の停止を命じた。

平成１８年８月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

ＤＶＤ １８‐０３９ 超・騎乗Ｂｏｍｂ！４時間 ＢＮＤＶ－
００２７２ � ビ デ オ バ ン ク

〃 １８‐０４０ Ｐｒｅｍｉｕｍ ＢＥＳＴ ＶＯＬ．２ 春菜まい ＨＬＭ－００３ � デ ジ タ ル バ ン ク

許 可 番 号 許 可
年 月 日

商 号 又
は 名 称 代表者氏名 主 た る 営 業 所

の 所 在 地
営業の停
止を命じ
た年月日

営業停止を命じ
た建設業の種類

営業の停止を
命じた期間

営 業 の 停 止 を 命 ず る
原 因 と な っ た 事 実

（般－１７）
第１３３２９号

平成１８年
２月２６日

四葉建設
株式会社

浜田 修 西宇和郡伊方町湊
浦６６１番地１

平成１８年
８月２日

建築工事業 平成１８年８月８
日から同年１１月
５日まで
（９０日間）

四葉建設株式会社元代表取締
役が、贈賄の罪により、平成１８
年６月１５日に松山地方裁判所か
ら懲役１年６月執行猶予４年の
判決を受け、後日、この刑が確
定した。

平成１８年８月８日 発行

愛 媛 県 報平成１８年８月８日 第１７８４号

６９２


